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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成22年5月6日(2010.5.6)

【公表番号】特表2002-542877(P2002-542877A)
【公表日】平成14年12月17日(2002.12.17)
【出願番号】特願2000-614910(P2000-614910)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｆ   9/007    (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  26/10     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  26/00     (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ｇ０２Ｂ  26/10    　　　Ｃ
   Ａ６１Ｆ   9/00    ５１２　
   Ｂ２３Ｋ  26/00    　　　Ｇ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成22年3月17日(2010.3.17)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】発明の名称
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の名称】一様な湾曲形を有するクレーターを部分的に重複させて表面を融除するた
めの装置及び方法
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００８】
　上記した走査技術の不利点は、個々のレーザビームパルスによって融除されたクレータ
ーが、一様な湾曲形を有さないことである。組織が所望の形状に彫造されると、融除され
るクレーターの一様な湾曲形の欠如により、露出表面が、より粗くなる。例えば、一様な
エネルギー分布のレーザビームエネルギープロフィールを有する走査レーザシステムは、
典型的に、急勾配の壁面と平坦な角膜領域を有する個々のクレーターを融除する。急勾配
の壁面を含むクレーターの周囲領域は、平坦な角膜領域とは非常に異なった湾曲形を有す
る。ガウス形又は疑ガウス形レーザビームエネルギープロフィールが、丸みのある中央領
域を有する円錐形のエッジを有するクレーターを融除する。クレーターの周囲領域（円錐
形のエッジを含む）は、中央領域（丸みのあるクレーターの中央部分を含む）とは異なっ
た湾曲形を有する。これら既知の走査システムによって融除される角膜の一様でない湾曲
形は、再彫造の精度と利益を制限し得る。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
発明の概要
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　本発明は、レーザ融除方法、システム及び他の装置の改良型を提供するものである。本
発明は、一様な湾曲形を有するクレーターを融除するエネルギー分布プロフィール形状を
有するビームを走査することにより、処理の一様性を著しく改良するものである。好適に
、ビームは、一様な湾曲形を有するクレーターを部分的に重複させることで融除領域全体
を覆うように走査される。本発明は、従来技術の角膜融除方法及びシステムにわたって多
数の特定的な改良物を提供するものである。一様に湾曲したクレーターを部分的に重複さ
せることで表面を彫造するための技術を提供する。幾つかの実施例では、一様に湾曲した
クレーターを部分的に重複させることで表面を彫造するための技術が提供される。典型的
に、所望の光学的な結果を達成するレーザ彫造法が、湾曲形の変化を一様又は徐々に変化
させることで表面を融除する。例えば、近視の球面修正が、一様に凹む湾曲形の変更を発
生し、遠視の修正が、一様に盛り上がる湾曲形の変更を発生する。利点的に、目の乱視の
湾曲形を修正するレーザ彫刻法により、融除表面にわたって湾曲形を徐々に変更させるこ
とができる。同様に、他の屈折誤差や収差（例えば、混合乱視、老眼、及び波面収差）が
、所望とされる滑らかな湾曲形を増分的な段差で近似せずに、上記の技術で処置できる。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１８】
　第一の態様では、本発明に従って、表面上の領域を彫造するための方法が提供される。
この方法は、パルスビームを上記領域に向ける工程と、ビームのパルスでクレーターを融
除する工程とを含む。クレーターは、通常、一様な湾曲形を有し、その形状は、選択的に
丸みがあり、軸対称である。ビームは、上記領域にわたって走査され、クレーターを部分
的に重複させることによって、所定の形状変更を効果的に行う。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２０】
　他の態様では、本発明に従って、組織の表面上の融除領域を所定の形状に彫造するため
のレーザシステムが提供される。レーザシステムは、融除レーザエネルギーのパルスビー
ムを作るためのパルスレーザと、パルスビームのレーザビームエネルギーパターンを成形
ビームに変更させるためのビームエネルギー成形素子とを含む。成形ビームは、組織の融
除閾値以上の一様に湾曲したパターンの領域を有する一様に湾曲したレーザビームエネル
ギーパターンを含む。システムは、また、融除エネルギーのパルスを部分的に複数重複さ
せることでその領域を彫造するために、その領域にわたって成形ビームを移動させるため
の走査素子を含む。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２１】
　成形ビームは、湾曲したパターンを囲う境界を含み、この境界の周りのビーム強度が、
融除閾値の比率であり得る。ここで、この比率は１００～１５０％の範囲にある。幾つか
の実施例では、一様に湾曲したレーザビームパターンは、実質的に球面状のレーザビーム
エネルギーパターンである。
【誤訳訂正７】
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【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２４】
　数学的に、クレーターの形状は、レーザビームのパルスによる表面プロフィールの地形
的な変更のように定めることができる。球面状のクレーターのような回転対称形のクレー
ターでは、クレーターの湾曲形は、クレーターの中心から放射状の外方向に配列されるク
レーター表面の等高線の二次導関数で近似できる。クレーターの領域の二次導関数及び一
致する湾曲形は、正、負又はゼロである。クレーターの領域の正の湾曲形は、平坦な表面
で融除されるクレーターの小さい領域にわたって正の光学的パワーを与える湾曲形である
。正の光学的パワーは、クレーターの小さい領域を通過する平行な光線の小さい束を、共
通の点に向けて集束させる。クレーターの小さい領域が、クレーターの表面積の約１０分
の１に一致する領域である。クレーターのための負の湾曲形は、平坦な表面で融除される
クレーターにわたって負の光学的パワーを与える湾曲形である。一様に湾曲したクレータ
ーが、融除されるクレーターの表面の大半にわたって負の光学的パワーを有するクレータ
ーである。負の光学的パワーの強さは、クレーターの表面にわたって変化し得る。一様な
湾曲形を有するクレーターが、実質的に一定した強さで負の湾曲形を有する。球面状のク
レーターが、一様な湾曲形を有し、融除される表面の大半では、放物線形のクレーターが
球面状のクレーターを近似し、一様な湾曲形を有する。実質的に正の湾曲形を有するクレ
ーターが、負の湾曲形を有する領域も有し、一様な湾曲形を有さない。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２７】
　本発明の技術が、図２に示される。この図では、一様に湾曲したパルスレーザビーム１
２が、角膜４の露出表面６を融除する。一様に湾曲したパルスレーザビーム１２の個々の
パルスが、一様に湾曲したレーザビームエネルギーパターン１４をもつ領域を有する。一
様に湾曲したパルスレーザビーム１２の個々のパルスが、露出表面６に一様に湾曲したク
レーター１６を形成する。所定の形状が、融除領域１８にわたって複数の一様に湾曲した
クレーターを分布させることによって、融除領域１８に彫造される。融除領域１８にわた
って一様に湾曲したパルスレーザビーム１２の連続パルスのシーケンスを走査することで
、分布させた一様に湾曲したクレーターを有する融除領域１８が形成される。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２８】
　一様に湾曲したクレーター１６は、クレーター１７を横切る寸法を有する。融除領域１
８は、融除領域１９を横切る寸法を有する。クレーター１７を横切る寸法は、融除領域１
９を横切る寸法よりも著しく小さい。ここで、典型的に、クレーターは、処置領域のサイ
ズの約５～８０％の間の範囲にある。一様に湾曲したクレーター１６の寸法が、典型的に
、約０．５～４ｍｍの間の範囲にあり、融除領域１９を横切る寸法は、典型的に、５～１
０ｍｍの間の範囲にある。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２９
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【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２９】
　図３に、融除領域１８内の複数の一様に湾曲したクレーター（１６ａ、１６ｂ、１６ｃ
、１６ｄ）の相対的な位置調節が示される。クレーター１６ｃを横切る寸法１７ｃが、融
除領域１８を横切る寸法よりも小さい。レーザによる彫造を行っている間、一様に湾曲し
たクレーター（１６ａ、１６ｂ、１６ｃ、１６ｄ）は、部分的に重複するように位置調節
される。クレーターは、相互に相対的に別々の位置に配置され、一様に湾曲したクレータ
ーの部分的に重複する領域が融除領域１９内に形成される。クレーターの寸法１７は、ク
レーター１６ａ、１６ｂ、１６ｃ、１６ｄの間で一様である。変形的に、クレーターを横
切る寸法１７が、クレーター１６ａ、１６ｂ、１６ｃ、１６ｄの間で変化し得る。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３１】
　融除エネルギーソース２０は、レーザビーム１０を作る。レーザビーム成形素子２２が
、レーザビーム１０の光路に配置される。レーザビーム成形素子２２は、レーザビーム１
０を横切るエネルギー分布を、露出表面６の近くの一様に湾曲したレーザビームエネルギ
ーパターン１４に成形する。レーザビーム成形素子２２は、エネルギープロフィールを平
均化するために、レーザビームのパルスの間で選択的に回転され得る。レーザビーム走査
素子２４が、融除領域にわたって、一様に湾曲したビーム１４を走査する。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３２】
　コンピュータ２６が有形媒体２８を含む。信号接続３０によって、コンピュータ２６が
、融除エネルギーソース２０と、ビーム成形素子２２と、ビーム走査素子２４とに接続さ
れる。コンピュータ２６は、融除エネルギーソース２０のパルスを制御する。コンピュー
タ２６は、走査素子２４を他と統合することにより、角膜４の露出表面６上の一様に湾曲
したレーザビーム１２を制御する。コンピュータ２６からの座標参照が、走査素子２５を
調節し、レーザビームを角膜上の所定の位置に位置調節する。信号接続３０は、電子又は
光ファイバー、または他の適当な信号接続であり得る。
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４０】
　図９に示す透過干渉素子では、プリズム５２のアレイが、レーザビーム１０の波面４０
と相互に作用し、変更ビーム４２ｅを作り出す。変更ビーム４２ｅは、ビームエネルギー
パターンを一様に湾曲したビームエネルギーパターンに変更するために、ビームの一部分
を重複させる。米国特許第５６４６７９１号は、一様なエネルギープロフィールのレーザ
ビームエネルギーパターンを作り出すことのできるプリズムのアレイの使用を開示する。
この文献は、参照文献として組み入れられる。角度変化透過干渉素子として使用される非
球面光学素子が図１３に示される。入射レーザビーム１０の波面４０が、非球面レンズ６
０を通じて透過され、変更レーザビーム４２ｉが作り出される。変更レーザビーム４２ｉ
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は、レーザビームのエネルギーを再分布し、一様に湾曲したレーザビームエネルギーパタ
ーンを作り出す。球面レンズ６２が、図１４に示される。球面レンズ６２が、レーザビー
ムエネルギーパターンを一様に湾曲したレーザビームエネルギーパターンに変更させるた
めに使用され得る。
【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４２】
　ビームエネルギーパターンを一様に湾曲したビームエネルギーパターンへ成形するため
の他の技術は、ビーム成形素子でレーザビームの強度を段階的に変化させ又は可変的に吸
収するものである。例えば、図１０に示される強度傾斜透過素子は、レーザビームを可変
的に透過し、一様に湾曲したレーザビームを発生する。レーザビーム１０の入射波面４０
が、強度傾斜透過光学素子５４によって部分的に吸収され、成形レーザビーム４２ｆが作
られる。強度傾斜透過光学素子５４の部分吸収材料が、レーザビームエネルギーの一部分
を吸収し、レーザビームエネルギーの残りの部分を透過する。透過レーザビームを成形す
るための技術が、米国特許第４８３８２６６号に開示される。この文献は、参照文献とし
て組み入れられる。関連する強度傾斜反射素子が、図１１に示すように、レーザビームの
形状を変更する。郷土傾斜反射光学素子５６は、レーザビーム１０を可変的に反射する。
レーザビーム１０の入射波面４０が、強度傾斜反射光学素子５４によって可変的に反射さ
れ、成形レーザビーム４２ｇが作られる。反射されるレーザビームを段階的に変化させる
ための技術が、米国特許第５２１９２４３号に開示される。この文献は、参照文献として
組み入れられる。
【誤訳訂正１５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４３】
　所望される場合、上記したレーザビーム成形素子は、改良される特性をもったレーザビ
ーム成形素子を作るために、組み合わされ得る。例えば、図５に示されるような回折素子
が、図１４に示されるようなレンズと組み合わされ得る。回折素子とレンズを使用してレ
ーザビームを成形することが、係属中の米国特許出願第０９／０１５８４１号（１９９８
年１月２９日出願、発明の名称“Laser Delivery System and Method with Diffractive 
Optic Beam Integration”）に開示される。この文献は、参照文献として組み入れられる
。同様の組合せ回折光学素子／レンズの技術が、ここに記載される一様に湾曲したレーザ
ビームを与え得る。変形的に、位相変調透過技術が、振幅変調透過技術と組み合わされ得
る。組合せ回折技術は、波面が回折光学素子と相互に作用するように、入射波面の振幅と
位相の両方を変更する。入射波面の振幅と位相の両方を変更するための技術が、米国特許
第５５７１１０７号に開示される。この文献は、参照文献として組み入れられる。
【誤訳訂正１６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４５】
　一様に湾曲したパルスレーザビーム１２の一様に湾曲したレーザビームエネルギーパタ
ーン１４が、図１９に示される。一様に湾曲したレーザビームエネルギーパターン１４は
、ほぼ球形のレーザビームエネルギーパターン８４である。ほぼ球形のレーザビームエネ
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ルギーパターン８４は、上述したようなレーザビーム成形素子で作り出される。ほぼ球形
のレーザビームエネルギーパターン８４は、レーザビームの周囲付近に丸みのある軸対称
の領域８５を含む。この丸みのある軸対称の領域は、融除閾値８６以上である。一様に湾
曲したパルスレーザビーム１２の強度は、一様に湾曲したレーザエネルギーパターン１４
の領域８８が、融除されるべき組織の融除閾値８８以上となるように調節される。一様に
湾曲したレーザビームエネルギーパターン１４の閾値以上の領域８８は、境界９０に囲わ
れる。境界９０に沿ったレーザビームの強度９２が、融除閾値８６に一致するレーザビー
ム強度９４との比率である。図１９では、融除閾値８６に一致する強度９４に対する境界
９０に沿ったレーザビーム強度９２の比率は１００％である。閾値以上の領域が、一様に
湾曲したレーザビームエネルギーパターンを有するとき、境界９０は、レーザビームの閾
値以上の領域を囲う。境界９０は、融除される材料に形成されるクレーターの周りに境界
を形成する。閾値以上の領域が、一様に湾曲した領域と、一様な湾曲形を除く領域とを含
むとき、協会９０は、融除されるクレーターの一様に湾曲した領域の周りに協会を形成す
る。一様に湾曲したパルスレーザビーム１２は、クレーター９６を有する。レーザビーム
の光路を下向きに見た一様に湾曲したレーザビーム１２の断面図が、図２０に示される。
一様に湾曲したレーザビーム１２は、クレーター９６を有する。一様に湾曲したレーザビ
ームエネルギーパターン１４の閾値以上の領域８８が、境界９０に囲われる。
【誤訳訂正１７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４６】
　球面レーザビームエネルギーパターン８４をもつ一様に湾曲したレーザビーム１４が、
図２１に示すように、融除される組織に、ほぼ球面のクレーター９８を形成する。ほぼ球
面のクレーター９８は、組織の融除レートがレーザビームの強度に一致するときに、組織
に形成される。融除レートは、レーザビームのパルスで除去される組織の府川であらわさ
れる。ビームのパルスでクレーターの領域から除去される材料の深さは、その領域に照射
されるレーザビームの強度にほぼ依存する。融除されるクレーターの形状は、クレーター
の領域に照射されるレーザビームの局所的な強度から予測できる。
【誤訳訂正１８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４７】
　幾つかの例では、組織の融除レートは、レーザビームの強度に正確に一致せず、（球面
レーザビームエネルギーパターン８４の強度に関して）組織の中央の融除が低減される。
例えば、角膜が、レーザエネルギーパターンの中央領域の強度に関して中央で融除不足で
ある。球面レーザエネルギーパターン８４が、図２２に示されるように、融除される角膜
に、一様に湾曲した比率球面クレーター１００を形成する。図２２では、クレーター１０
０の中央の領域は、球面プロフィールと比較して、融除不足である。変形的に、球面レー
ザビームエネルギーパターンは、平坦な中央領域と丸みのあるエッジを有するクレーター
を作る。クレーター１００は、丸みのある軸対称な周囲領域１０１を含む。丸みのある軸
対称な周囲領域１０１は、クレーターが部分的に重複すると、滑らかな融除を作る。
【誤訳訂正１９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【００４８】
　より大形のレーザビームの寸法（例えば、約２～５ｍｍ）のために、中央の融除不足が
、好適に、図２３に示すように、球面状のビームよりも中央部分が高温となるように、一
様に湾曲したレーザビームエネルギーパターン１４の強度を増大することにより修正され
る。一様に湾曲したパルスレーザビーム１２が、球面エネルギーパターン８４ａと比較し
て、球面状の中央部分よりも高温の部分１０２を有する。球面状の部分よりも高温の部分
１０２は、中央の融除不足を修正し、図２１に示すように、ほぼ球面状のクレーター９８
を作り出す。
【誤訳訂正２０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４９】
　中央の融除不足を修正する好適な一様に湾曲したパルスレーザエネルギーパターン１４
は、図２４に示すように、非球面状のレーザビームエネルギーパターン１０４である。非
球面状のレーザビームエネルギーパターン１０４は、球面状のレーザビームエネルギーパ
ターン８４ａと比較して、中央により強度がある。より強度のある中央の領域は、所望的
に、中央の融除不足を修正する。非球面状のレーザビームエネルギーパターン１０４の強
度は、融除閾値の周囲からほぼ先細になっており、図２１に示すように、滑らかな球面状
のクレーター９８を作る。
【誤訳訂正２１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５０】
　レーザ融除中、強度９４（融除閾値９８）以下の強度でレーザビームに組織を露出する
ことは望ましくない。この融除閾値以下のレーザビームエネルギーへの露出は、彫造プロ
セスに寄与せず、この低い閾値エネルギーは、不所望的に、組織を、付加的な照射に露出
する。この付加的な照射により、組織が損傷され、不所望的に、組織が加熱される。した
がって、一様に湾曲したビーム１２は、好適に、図２５に示すように、限定レーザビーム
１０６を発生するように、限定される。一様に湾曲したレーザビーム１４は、クレーター
９６を有する。限定レーザビームの強度は、一様に湾曲したレーザエネルギーパターン１
４の領域８８が、融除されるべき組織の融除閾値８６以上となるように、調節される。一
様に湾曲したレーザビームエネルギーパターン１４の閾値よりも高い領域８８は、境界９
０に囲われる。境界９０に沿ったレーザビームの強度９２は、融除閾値８６に一致するレ
ーザビーム強度９４との比率である。図２５に示すように、融除閾値８６に一致する強度
９４に対する境界９０に沿ったレーザビーム強度９２の比率は、１００％である。変形的
に、融除閾値に一致する強度９４に対する境界９０に沿ったレーザビーム強度９２の比率
は、図１６に示すように、１００％以上であり得る。図２６では、一様に湾曲したレーザ
ビーム１２は、クレーター９６を有する。限定レーザビーｍｙ１０６の強度は、一様に湾
曲したレーザビームエネルギーパターン１４の領域８８が、融除されるべき組織の融除閾
値８６以上となるように、調節される。一様に湾曲したエネルギーパターン１４の閾値よ
りも高い領域８８は、境界９０で囲われる。融除閾値８６の強度９４に対する境界９０に
沿ったレーザビームの強度９２の比率は、１００～１５０％の範囲内にある。好適に、比
率は、１００～１２５％の範囲、より好適に１００～１１０％の範囲にある。
【誤訳訂正２２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５２
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【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５２】
本発明の技術は、図２７に示すように、連続する一様に湾曲したパルスレーザビームから
の一様に湾曲したレーザビームパターン１４の領域８８を部分的に重複される。図２７で
は、４個の部分的に重複する一様に湾曲したパルスレーザビーム（１２ａ、１２ｂ、１２
ｃ、１２ｄ）が示される。これら４個の一様に湾曲したパルスレーザビーム（１２ａ、１
２ｂ、１２ｃ、１２ｄ）の別々に置かれた中心（９６ａ、９６ｂ、９６ｃ、９６ｄ）は、
レーザビームのパルスの間のレーザビームの転置を示す。４個の一様に湾曲したレーザビ
ームパターン（１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４ｄ）の閾値よりも高い領域（８８ａ、８８
ｂ、８８ｃ、８８ｄ）は部分的に重複する。境界９０ａ、９０ｂ、９０ｃ、９０ｄが、レ
ーザビームパターン（１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４ｄ）の閾値よりも高い領域（８８ａ
、８８ｂ、８８ｃ、８８ｄ）を囲う。領域（８８ａ、８８ｂ、８８ｃ、８８ｄ）の部分的
に重複する領域（１０８）は、一様に湾曲したパルスビームの中心（９６ａ、９６ｂ、９
６ｃ、９６ｄ）を含む。レーザビームの転置は、コンピュータ２６のメモリ２９の座標参
照によって制御される。コンピュータ２６のメモリ２９の座標参照は、一様に湾曲したパ
ターンを部分的に重複させて、連続的なパルスレーザビームで部分的に重複する領域１０
８を形成する。変形的に、非連続的なパルスレーザビームが、重複する領域１０８を形成
し得る。例えば、幾つかのレーザビームパルスが、第一の一様に湾曲したパルスレーザビ
ーム１２ａと、部分的に重複する連続的な一様に湾曲するパルスレーザビーム１２ｂとの
間で起こり得る。
【誤訳訂正２３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５３】
　本発明の実施例が図２８に示される。融除エネルギーソース２０が融除エネルギーのビ
ームを作る。融除エネルギーソース２０は、１９３ｎｍの出力波長のレーザビーム１０を
作るパルスアルゴンフッ化物エキシマレーザである。ビーム成形素子２２が回折光学素子
であり、この回折光学素子は位相変調透過素子４４である。位相変調透過素子４４は、レ
ーザビーム１０のパルスとパルスの間で回転する。成形されたレーザビームは、ビーム限
定素子３２によって限定される。限定素子３２は、レーザビームを遮蔽する非透過性材料
１１４に形成される円形の開口１１２である。結像素子３４が、露出表面６の近くで開口
１１４を通過する成形ビームの像を成形する両凸レンズ１１６を含む。レーザビーム走査
素子２４が、ＸＹミラー組立体６４を含む。ＸＹミラー組立体６４は、表面６にわたって
、一様に湾曲したパルスレーザビーム１２を走査する。コンピュータ２６が、パルスレー
ザ１１０、回転ビーム成形素子２２及びＸＹミラー組立体６４に接続する。信号接続３０
が、コンピュータ２６、パルスレーザ１１０、回転ビーム成形素子４４及びビーム走査素
子２４の間で可能である。信号接続は、好適に、光ファイバー接続のような光電子接続で
ある。ただし、信号接続は、電子接続であってもよい。コンピュータ２６は、レーザビー
ムパルスのＸＹ座標と、各座標におけるレーザビーム数とを含むレーザ処置表を計算する
。ここで、所望の融除形状を発生するために各座標におけるレーザビームの位置及び数は
、当業者によって計算できるものである。作動顕微鏡及び目追尾装置のような本発明とと
もに含まれ得る他の構成成分が、冗長を回避するため、図２８から省かれている。
【誤訳訂正２４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】図面の簡単な説明
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【図面の簡単な説明】
　　【図１】
　図１は、レーザビームで目を所定の形状に彫造するためのレーザシステムを示す。
　　【図２】
　図２は、目にわたってレーザビームを走査するための本発明の改良技術を示す。
　　【図３】
　図３は、一様に湾曲したクレーターを重複させるための本発明の技術を示す。
　　【図４】
　図４は、本発明の改良技術を組み入れるレーザシステムを示す。
　　【図５】
　図５は、回折素子を示し、この素子は、この素子を通過するレーザビームの位相を変更
させることによってレーザビームを成形するためのものである。
　　【図６】
　図６は、回折素子を示し、この素子は、この素子を通過するレーザビームの振幅を変更
させることによってレーザビームを成形するためのものである。
　　【図７】
図７は、回折素子を示し、この素子は、この素子から反射するレーザビームの位相を変更
させることによってレーザビームを成形するためのものである。
　　【図８】
図８は、回折素子を示し、この素子は、この素子から反射するレーザビームの振幅を変更
させることによってレーザビームを成形するためのものである。
　　【図９】
図9は、レーザビームのエネルギーを再分布させることによってレーザビームを成形する
ためのプリズムのアレイを示す。
　【図１０】
図１０は、強度変化透過素子を示し、この素子は、この素子を通じて透過されるレーザビ
ームの強度を変化させるためのものである。
　　【図１１】
図１１は、強度変化反射素子を示し、この素子は、この素子から反射したレーザビームの
強度を変化させるためのものである。
　　【図１２】
図１２は、角度変化反射素子を示し、この素子は、レーザビームの反射角度を変化させる
ことによってレーザビームを成形するためのものである。
　　【図１３】
図１３は、レーザビームを成形するための非球面状のレンズを示す。
　　【図１４】
図１４は、ビーム走査素子に使用されるレンズを示す。
　　【図１５】
図１５は、ビーム走査素子に使用されるＸＹミラー組立体を示す。
　　【図１６】
図１６は、ビーム走査素子に使用されるＸＹプリズム組立体を示す。
　　【図１７】
　図１７は、ビーム走査素子に使用されるジンバル付きミラーを示す。
　　【図１８】
　図１８は、ビーム走査素子に使用されるジンバル付きプリズムを示す。
　　【図１９】
　図１９は、球面状のレーザビームエネルギーパターンの断面強度プロフィールを示す。
　　【図２０】
　図２０は、球面状のレーザビームエネルギーパターンの断面図である。
　　【図２１】
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　図２１は、組織で融除される球面状のクレーターを示す。
　　【図２２】
　図２２は、組織で融除される非球面状のクレーターを示す。
　　【図２３】
　図２３は、球面状の中央部分よりも高温のレーザビームエネルギーパターンを示す。
　　【図２４】
　図２４は、非球面状のレーザビームエネルギーパターンを示す。
　　【図２５】
　図２５は、融除閾値以上の球面状のレーザビームエネルギーパターンを有する限定レー
ザビームを示す。
　　【図２６】
　図２６は、融除閾値以上の一様に湾曲したレーザビームエネルギーパターンを有する限
定レーザビームと、融除閾値以上の一様に湾曲したパターンの周囲の境界とを示す。
　　【図２７】
　図２７は、一様に湾曲したレーザビームパターンを重複させる領域を示す。
　　【図２８】
　図２８は、本発明の実施例を示す。
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